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令和６年度 いじめ防止基本方針及びいじめ防止等の対策のための組織 

多摩市立聖ヶ丘中学校 

 

 「いじめ防止対策推進法」を受けて、本校の「いじめ防止基本方針」及び「いじめ防止等の対

策のための組織」（以下、「いじめ対策委員会」という）を以下のとおり定めるものとする。 

 

Ⅰ いじめの防止に関する基本的な考え 

いじめはどの集団にも、どの学校にも、どの子供にも起こる可能性がある最も身近で深刻な

人権侵害案件であることを全職員が認識し、教育委員会や関係諸機関、保護者、地域と連携し、

いじめの未然防止と早期発見・早期対応、解決の取組を徹底する。 

 

Ⅱ いじめ防止基本方針及び具体的な取り組み 

 

【方針１】いじめの未然防止 

  (1) いじめは決して許されることのない、人権侵害行為であるという認識を生徒に根付か 

   せ、生命尊重の精神と人権感覚を育む指導の充実を図る。 

  (2) いじめ防止に関する授業を特別の教科道徳の時間に計画的に展開し､望ましい人権感覚 

   の育成を図る。 

  (3) 保護者や地域の意識を高め、連携していじめ防止に取り組む態勢づくりを図る。 

  (4) いじめは許されない人権侵害であることを生徒が理解し、主体的に考え、いじめを防 

   止するための言動につなげるための取組を推進する。 

  (5) ICT 機器等の活用によるいじめ防止に関する指導を推進する。 

 具体的な取り組み 

  (1) 教職員の人権感覚を高める校内研修を実施する。 

   ① 人権推進教育担当による、人権教育に関する研修内容の校内報告会を実施する。 

   ② 「いじめ総合対策【第 2 次・1 部改訂】(上下巻)」、「人権教育プログラム（学校教育 

     編）」等を活用した校内研修を実施する。 

  (2) 特別の教科道徳の時間のおよび特別活動の年間計画をもとに、いじめの未然防止のた 

   めの取組の充実を図る。 

   ① 各学年においては、生徒の発達段階に沿った指導目標を定め、特別の教科道徳の年間 

     指導計画を作成し、実施する。 

   ② 道徳授業地区公開講座を通じて、保護者や地域の啓発と連携を図り、思いやりの心    

       や生命尊重の態度を育む指導を行う。 

  (3) いじめゼロを目指し、生徒会や学級委員会などの特別活動を通して、生徒みずからが 

   理解を深め、よく考え、発信できる場を設定し、いじめ防止啓発活動を推進する。 

   ① 『多摩市いじめ防止対策推進条例』について学習する時間を設定し、理解を深める。 

   ② いじめ防止ふれあい月間に標語作りや呼びかけ等を継続的に行い、生徒一人一人のい 

     じめ防止に対する意識の向上を図る。 

   ③ 生徒会朝礼や学級活動などの場を活用して、生徒自身がいじめ防止に向けての訴えか 

     けや提言する機会をより多くつくる。 

  (4) 年度当初のオリエンテーションおよび年間の学級活動等において、インターネットや 

   ＳＮＳ等によるいじめが重大な結果を引き起こすことを理解し、先を見通すことができ 

   る力を身に付けさせ、いじめの防止を図る。 

   ① 生徒会による「いじめ防止啓発ポスター」等の募集を行う。 

   ② 生徒会による学校ＳＮＳルール（『ＳＮＳ聖三原則』）の改善や呼びかけにより、ＳＮ 

     Ｓ等におけるいじめや人権侵害の防止を図る。 

   (5) ふれあい月間（６月、１１月、２月）に、月間生活目標の提示により、いじめ防止に

ついて、日頃から意識向上のために目にとまるようにする。 
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【方針２】いじめの早期発見（早期対応） 

  (1) いじめは、大人が気付きにくい場面で発生し、発見しにくい形で行われることを教職 

   員は認識し、些細な兆候を感知し、軽微ないじめであっても見逃さないようにする。 

  (2) 日頃より、教職員間の情報共有を密に行う。また、保護者や地域、関係諸機関と連携 

   して情報収集や対応にあたる。 

  (3) 教育相談を充実させ、生徒がいじめを訴えやすい環境を整える。 

  (4) 日頃より地域との連携に努め、協力体制を構築していく。 

 具体的な取り組み 

  (1) いじめ防止アンケートや、日頃の行動をもとにした発見と対応 

       ① いじめ防止アンケートを年 3 回実施する。アンケートの結果をもとに生徒からの聞 

     き取りを行い、具体的な情報の収集を行う。 

       ② 生徒の変化を把握するため、当該学年職員を中心に二者面談や休み時間等の巡回を 

     実施する。 

       ③ 部活動においては、顧問を中心にいじめの早期発見に努める。 

  (2) いじめ防止アンケートや生徒、教職員からの情報をいじめ対策委員会で集約し、学年、 

   生活指導部会、企画調整会等ですみやかに協議し、対応にあたる。 

    ① 毎週１回、いじめ対策委員会を実施して、情報の共有と早期対応を図る。 

    ② 保護者との連携を密にするため、学校のいじめ対策についての情報を周知する。ま   

        た、スクールカウンセラーや保健室などの相談窓口を周知することにより、相談しや 

     すい環境づくりと適切な対応ができる環境整備に努める。 

    ③ いじめ対策委員会組織図に、関係諸機関を明記し、状況に応じた相談や協力要請が   

        円滑に行えるようにする。 

  (3) 教育相談の実施 

    ① スクールカウンセラーは、いじめ対策委員会情報交換会に出席し、助言を行う。 

    ② いじめの情報をもとに、スクールカウンセラーによる教育相談を実施する。 

    ③ 三者面談および二者面談等の実施により、情報の収集や対応に当たる。 

  (4) 地域の活用 

    ① 学校運営協議会メンバーを学校サポートチームとして、いじめに関しての情報提供 

     や助言や対応の支援を要請する。  

    ② 地域の公民館や商店を巡回し、情報の収集に当たる。また、いじめ防止への協力の   

        呼びかけや、積極的な情報提供を要請する。 

        

【方針３】いじめへの対応 

  (1) いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員での対応ではなく、速やかにい 

   じめ対策委員会を開き、全校体制で組織的に対応する。 

  (2) いじめを受けた生徒の保護を最優先にしながら、事実確認を速やかに行い、加害生徒 

   に対して、適切かつ厳正な指導を行う。 

  (3) 定期的に関係機関や専門家等との相談・連携を図る。 

  (4) 保護者との連携を図って問題解決にあたる。 

  (5) 重大事態が発生した場合は、教育委員会等関係諸機関と連携し、解決に向けた対応に 

   あたる。 

 具体的な取り組み 

  (1)① いじめの把握については、いじめを受けたとされる生徒からの事情聴取はもとより、 

     他の生徒からも事情を聴取し、より多くの情報を収集し信頼性の高い情報をもとに対 

     応、指導にあたる。 

    ② いじめ対策委員長は、いじめが発生した情報を校長に報告し、いじめ対策委員会を 

     開き、いじめの経緯や内容の確認を行い、指導の流れや今後の対応策を協議する。 

  (2)① 担任や部活動顧問、学年主任、スクールカウンセラー、養護教諭が連携して対応に 
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     あたり、いじめを受けた生徒の心のケアに努める。 

    ② 把握した事実関係や対応策をもとに、いじめの被害生徒、加害生徒双方の保護者に 

     連絡し、説明を行う。 

    ③ いじめの加害生徒については、厳正な姿勢で指導にあたる。また、状況により被害 

     生徒や保護者の意向を配慮し、管理職立ち会いのもとでの謝罪の場を設ける。 

    ④ 再発防止のために、全職員で見守りながらいじめ対策委員会で定期的にチェックし、 

     生徒の安全確保に努める。 

  (3)① いじめ防止アンケートは、所定の方法で教育委員会に報告し、必要な場合は対応に 

     ついて協議する。また、他の関係機関にも積極的に連絡をとり連携を図っていく。 

    ② いじめが強要や恐喝、暴行、傷害等の犯罪行為として取り扱うべき状況の場合は、   

        警察と連携して対応に当たる。 

  (4)① 双方の保護者に対して、解消・解決に向けて、協力して取り組み、指導の経過や生 

     徒の変容等について報告する。また、家庭での様子を聞き、経過を観察する。 

    ② 地域巡回の中で、学校外での生徒の様子についての情報を収集する。また、ひじり 

     館や児童館等の施設に対して、いじめ防止への協力と情報提供の呼びかけを行う。 

  (5)① いじめられた生徒が長期の欠席に至るなど、重大な事態が発生した場合や、いじめ 

     の加害生徒が度重なる指導にも関わらず改善されない場合、また、保護者の     

      協力が得られない場合は、教育委員会に事実関係を報告し、解決策を協議し、関係機 

     関と連携して対応にあたる。 

                                                                                   
 

 多摩市立聖ヶ丘中学校 いじめ対策委員会  

 

   校 長     矢野 尚子 

   副校長    ○金田 龍夫 
 

      いじめ対策委員長 

     生活指導主任 ○塚原 宏幸 
 

      各学年担当者 

 

 

 

1 年 生活指導担当 ○塚原 宏幸 ○岩﨑 まりな ○森 早矢香(養護) 

2 年 生活指導担当 ○山田 孝保 ○湯目 康弘 

3 年 生活指導担当 ○山口 あずさ ○今井 淳広   

           

      教育相談担当 

         スクールカウンセラー         矢吹 幸江 

         養護教諭      ○森 早矢香 

 

      企画調整会担当者 

        教務主任・生活指導主任・進路指導主任・学年主任・保健主任・事務担当 

 

      備考 1 ○印は定例いじめ対策委員会情報交換会出席者 

      備考 2 校外関係諸機関 

         多摩市教育委員会 教育指導課 

         多摩市教育相談センター 

         多摩市子ども家庭支援センター 

         東京都多摩児童相談所 

         警視庁多摩中央警察署 
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― 生 徒 心 得 ― 

 １ 登 下 校 

  (１) 8 時 30 分に教室で出欠確認をとりますが，8 時 25 分からの朝読書に間に合うよう

に登校しましょう。部活動，早朝練習の場合は 7 時 30 分以降に登校し，8 時 10 分

までに後片付けを終了する。 

  (２) 決められた通学路を通り，途中で寄り道をして遊んだり、買い食いなどをしない。

また，交通規則をしっかり守る。 

  (３) 安全管理上，自転車通学は認めない。 

  (４) 一般下校時刻は 4 時。それ以降に残る場合は，担当の先生の許可を受ける。 

  ２ 服  装    

  (１) 標準服は，学校指定の型・色のものを着用する。登下校時にはブレザーを必ず着 

    用する。(夏服期間を除く)   

  (２) リボン・ネクタイは学校指定の型・色のものを着用し，儀式の際は必ず着用する。

なお，リボン･ネクタイ着用の際は首元を緩めずに正しく着用する。 

     夏服期間は，ネクタイ・リボンを着用しなくてもよい。 

  (３) 校章は，ブレザーのバッジホールにつける。スカートやズボンは正しく着用し，

加工したり，折り込んで短くしたりしない。 

  (４) ワイシャツ・ブラウス類は白を着用する。 

    セーター・ベスト・カーディガンは黒・紺・白・グレー・茶系等の派手でないもの

を着用し，ネクタイ・リボンが見えるようにＶネックとする。 

         靴下は派手でないものを着用する。防寒のためのタイツ（黒）を着用してもよい 

が，ルーズソックス，レギンス（足首が見えるもの）等は着用しない。 

  (５) 防寒着は原則として登下校時のみ着用するものとする。コート等の色や型は華美

にならないものとし，皮製・デニム地のもの等は着用しない。 

  (６) 通学用の靴は機能的で、体育の授業で使用できる運動靴が望ましい。 

  (７) 頭髪は清潔にし，整髪料で固めたり，パーマ・染色・脱色などの加工をしない。 

  (８) 衣替えは，6 月 1 日と 10 月 1 日とする。（目安） 

 ３ 校 内 生 活 

  (１) 自分からあいさつをしよう。 

  (２) 上級生，下級生はお互いに節度をもって接し，親しみの中にも礼儀を忘れないよ 

    うにしよう。 

  (３) 始業のチャイム(予鈴のチャイム)までに自席に着席し，授業準備を済ませる。 

  (４) 欠席，遅刻，早退，見学は生徒手帳または保護者による電話で連絡する。また，

遅刻して登校した場合は，職員室の学年の先生に連絡してから教室に入る。 

  (５) 授業用タブレット端末を学習活動に関係のないことに使用しない。また，人権を

侵害するようなことをしない。 

    ※タブレット端末使用に関するルールを守る。 

  (６) 上履き，体育着は学校指定のものを使用する。 
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  (７) 自分のものには記名し，責任をもって管理する。(カサ・上履き・その他)      

(８) 学習活動に関係ないもの，貴重品やカッター等の危険物を持ち込まない。特別な 

   事情により持参した貴重品等は，朝学活で担任に預ける。 

  (９) 落とし物を拾ったり，自分のものを紛失したときは，担任の先生に申し出る。落

とし物は職員室前の展示ロッカーに１ヶ月保管してあるので確認する。 

  (10) 登校後は無断で校外に出ない。また，許可されていない場所に無断で立ち入らな

い。 

  (11) 校庭・体育館・その他の場所の使用上のきまりをきちんと守って利用する。 

  (12) アクセサリー類(ピアス・指輪・ネックレス・髪のリボン等)や装飾品は，学習活

動に関係ないので身に付けてこない。 

  (13) 化粧品類(整髪料・香水・マニキュア・色つきリップクリーム等)を使用しない。 

    制汗剤を使用する場合は無香料のものとする。 

  ４ 校 外 生 活 

  (１) 地域に協力して，より良い環境をつくるように努める。 

  (２) 公共施設を利用する際はマナーをしっかり守り，施設内の備品等を大切に扱う。 

  (３) 外出の際は，用件・行き先・自宅時間を家の人に告げておく。 

  (４) 放課後に友人と遊ぶときなどは，帰宅してから私服に着替える。 

  (５) 徒歩，自転車のいずれのときも交通ルールやマナーを守り，交通事故の被害者に 

    も加害者にもならないように安全を心がける。 

  (６) 不審者対策のため，塾や習い事などの外出時には暗い道を避け，なるべく人通り

の多い経路を使う。 

  (７) ていねいな言葉遣いに心がけ，聖中生として責任ある行動をとる。 

  ５ 給   食 

  (１) 衛生管理のため，当番はマスク，エプロン，三角巾，手袋を必ず着用し，髪が長

い場合は結んでおく。 

  (２) 給食準備中，当番以外は手洗い後，すみやかに着席して自席で待つ。教科や部活

連絡などは昼休み行う。 

  (３) 食事のマナーを守る。また，給食時間内は教室から出ない。 

  ６ 環 境 ・ 美 化 

  (１) ゴミは再生紙の分別などのきまりを守り，決められた場所に捨てる。 

  (２) 清掃は当番全員が協力し，時間内に終わるよう能率的に行い，終了したら担当の 

    先生に報告する。 

 ７ 部 活 動  

  (１) 活動する際には，顧問の先生の指示を受けて安全に留意する。当日の活動につい

ては，部活動連絡ボード等で確認する。 

  (２) 活動時間は，年間を通して練習終了時刻 5 時 45 分     

     最終下校時刻は 6 時とする。（6 時までに校門の外に出る。） 

 

 
 

 


